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島根県教育委員会

松江市教育委員会

１ 選抜全般について

(1) 中高一貫教育校（連携型）の特別選抜、スポーツ特別選抜、推薦選抜､一般選抜は原則と

して従来のとおり実施する。

(2) スポーツ特別選抜の実施校及び指定競技は､別に定める。

(3) 推薦選抜の募集人員は、体育科を除き当該学科の入学定員の４０％程度までで各校が定

めることとする。

(4) 第２志望校制度、定時制課程第２次募集、通信制課程入学者選抜は原則として従来のと

おり実施する。

２ 学力検査について

(1) 問題作成

ア 学力検査問題は、島根県教育委員会及び松江市教育委員会において作成する。

イ 学力検査問題の作成にあたっては、委員等の人選及び作業の過程について細心の注意

を払うこととする。

(2) 出題方針

高等学校教育を受けるに足る資質と能力が正しく判定でき、かつ、中学校教育をゆがめ

ることなく、その充実に資することができるよう十分留意して、次の方針により出題する。

ア 中学校学習指導要領に示されている各教科の目標・内容に即して、問題の内容と程度

を定める。

イ 数学、理科については、現行中学校学習指導要領（平成20年告示）により出題する。

その他の教科については、平成21年度から平成23年度における学習指導要領移行措置の

規定を踏まえ、現行中学校学習指導要領または旧中学校学習指導要領（平成10年告示）

のいずれの規定による学習であっても影響のないように出題する。

ウ 単に知識量を問うのみでなく、思考力、判断力、表現力、分析力等を問うことのでき

る問題を作成する。

(3) 学力検査の実施

ア 実施教科

中学校の国語、社会、数学、理科、英語の５教科で実施する。

イ 実施期日

平成２６年３月６日（木）

公立高等学校全日制課程、定時制課程について、一斉に実施する。

ウ 学力検査場

公立高等学校を学力検査場にあてるとともに、その管理は、各高等学校に設ける学力

検査実施委員会が担当する。

受検者は第１志望の高等学校で受検する。

ただし、特別な事情により最寄りの学力検査場で受検を希望する者については、最小

限の特別措置を図るが、これについては別途指示する。

エ 実施時間・配点

実施時間は各教科５０分とし、配点は１教科１００点満点とする。

(4) 採点

採点場は、別に定める公立高等学校とし、採点者には採点場ごとに設ける学力検査実施

委員会の委員をあてる。

(5) 追検査

原則として実施しない。


